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評価委員会の今後の審議について 
 

１ 評価委員会の業務及び審議予定時期 

区 分 評価委員会の業務 審議時期 

  市 長 に

対 す る 意

見 

ア 市長が中期目標を定める際の意見 

第１回 

第２回 

第３回 

イ 市長が法人から提出された中期計画

（法人が作成し，市長の認可を受ける，

中期目標を達成するための計画）を認可

する際の意見 

第４回(今 回) 

第５回(１月１４日) 

第６回(１月２８日) 

ウ 市長が法人から提出された業務方法

書（法人が作成し，市長の認可を受ける，

法人の業務方法の要領を記載した書類）

を認可する際の意見 

第５回(１月１４日) 

エ 法人の役員報酬等の支給基準が社会

一般の情勢に適合したものであるかど

うかについての意見 

第６回(１月２８日) 

オ 市長が法人から提出された財務諸表

を承認する際の意見 
平成２４年度以後

  業 務 実

績評価 

ア 各事業年度の業務実績評価 

平成２４年度以後

イ 中期目標（市長が作成し，法人に指示

する，法人の業務運営に関する目標）期

間の業務実績評価 

ウ 上記各評価結果の市長への通知，法人

への勧告及び公表 

 

資料 １ 



作成 
主体 法人設立当初（及び変更時のみ） 中期目標期間（４年間） 毎年度 

市 

 

   

法人 

   

 

中期目標 
○ 法人の運営の目標を定める 

H22.9 月策定 

中期計画 
○ 中期目標達成のための具体的

計画 

業務方法書 
○ 法人の業務，契約の方法等法

人の業務の具体的な要領を記載 

役員報酬 
支給基準 

（評価委員会は意見の申出可） 

年度計画 
○ 中期計画記載事項のうち当該年

度実施事項等を規定 

定    款 
○ 法人の目的等を定める 

規    則 
○ 法人の業務運営，財務会

計に関する事項を定める 

○ 中期計画，業務方法書の
記載事項についても規定

具体化

 

指 

示 

 

 

法人成立日に策定 法人成立日に策定 

法人成立日に策定 中期計画認可後遅滞なく 

市長の認可が必要 

市長への届出が必要 

２ １ 

３

○     ・  については評価委員会の意見聴取，  については評価委員会への通知が必要 
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H22.3 月策定 
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